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令和６年 1月 17日(水) 第 14回統合準備会でのご意見等 

【議題】 

１．PTAについて 

検討の上、確認・合意した事項 

（１）過去の役員の経験を役員選考に配慮することについて 

  ① 過去の役員経験は配慮される。松長小での役員経験を含む。 

   ＊ 兄弟がいる場合、兄の時に役員をしたことが弟の時も配慮される。 

（２）ＰＴＡの委員会の数について 

  ① 令和６年度は、令和５年度の委員会数を継続し、検討をすすめる。 

（３）今後の予定について 

  ① 令和５年度中に、過去の役員経験が配慮された形で、役員を投票により選ぶ。 

  ② ４月のＰＴＡ総会にて、ＰＴＡ規約の変更点について審議、承認を得る。 

２．スクールバスについて 

検討の上、確認・合意した事項 

（１）コースの出発地点の変更 

  ① 松長公民館 ⇒ 旧スーパー山田様駐車場 

   ＊ 変更により、旧スーパー山田様にバスが待機する。 

     児童は、バスに乗車し風雪を避けることができる。 

（２）バス停留所での、詳細なバスの停車位置の確認 

  ① それぞれのバス停留所でのバスの停車位置を確認した。 

   ＊ バス会社にも確認を行う。 

   ＊ ２月９日に松長小学校の全校児童がスクールバスで登校するときに再確認。 

（３）バスの乗車方法や確認方法など（別紙案） 

  ① 修正点 バスの運転手に直接の欠席連絡は行わない 

        ＊ 前回の統合準備会で確認済み 

（４）帰りのバスについて 

  ① 行きと同じコースの逆順で２コース運行する。早帰り用、遅帰り用の計４便。 

   ＊ 席は指定席とすることで、小さな児童も間違えにくい。安全面を優先する。 

（５）停留所の除雪について 

  ① サミット工業様駐車場を除き、市の除雪基準にのっとり、除雪が行われる。 

   ＊ 除雪担当業者に依頼済み。 

（６）バスコースから離れている児童へルートの変更などの対応について 

  ① 現在予定している２コースで開始する。 

    新たなルートは、別なリスクに対する検討が必要 

    R6実際に運航をする中で、他のことも含め見直しが必要か検討する 
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３．その他 

（１）児童クラブ、なかまの会について 

  ① 令和６年度は、利用希望があれば松長なかまの会を開設する。 

   ＊ 令和５年に利用申請を受け、利用希望者があるので開設 

  ② 令和７年度は、小中川児童クラブが小中川学校敷地内に新築移転予定。 

    そのため、令和７年度は松長なかまの会は開設しない方針。 

（２）統合準備会の今後について 

  ① ひとまず本日で終了とする。 

  ② これまで確認したこと、今後の予定について、たよりでお知らせする。 

    たより案を委員に送付し、確認を依頼する。 

  ③ 集まっての検討事項がある際は、改めて招集する。 

   

＜黒板にまとめた意見＞ 

 


